
 

事業完了実績報告書（人材確保）の提出について 

 
補助金の交付決定を受けた方は、補助対象事業が完了したときには「地域公共交通確保維持改

善事業費補助金交付要綱」に基づき、補助対象事業の完了日又は 令和６年２月２９日のいずれか

早い日から１ヶ月を経過した日までに完了実績報告書を提出して下さい。 

※「補助対象事業の完了日」は、事業が完了した時点となります。交付申請（決定）時点で既に

事業が完了していれば、交付決定通知があり次第速やかに実績報告書を提出してください。 

 

【提出時の注意】 

◆ メールによる電子データでの提出をお願いいたします。 

◆ 返信をもって受理の通知とさせていただきます。 

【完了実績報告書の提出書類】（記載方法は様式をご確認ください） 

(1) 令和４年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援

事業（人材確保・育成））補助対象事業完了実績報告書（様式第１４－６） 

※実績報告書の本文には、近畿運輸局から交付された交付決定通知書右肩の文書番号を記載

ください。誤った記載がなされた書類が散見されています。 

(2) 令和４年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援

事業（人材確保・育成））補助対象事業完了実績表（様式第１４－６ 別紙） 

※差額欄は補助対象経費と実施額の差額を記載してください（交付決定時と実績報告時で事

業費がかさんだか、安く済んだかを見るものです）。 

※既に導入済の事業で完了から一月以上経過している場合は、実績報告書様式別紙の備考欄

に「交付決定前に既に完了済」と記載をお願いします。 

(3) 設備導入等算出基礎資料 

※請求書の金額を税抜きにて記載願います。 

(4) 補助対象事業に係る請求書 

(5) 補助対象経費の支払いを証する書面（領収書） 

※算出基礎資料のNo.を請求書・領収書にも振り、突合できるようにするしてください。 

※金額が請求書で確認できる金額と同額である必要があります。 

※令和６年２月２９日までに支払が完了している必要があります。 

(6) 補助対象事業が完了したことを確認するに足りる書類 

（請求書・領収書に卒業年月日等や広告掲載日等の記載が無く、完了が確認できない場合） 

自動車学校の修了証書・在籍証明書・教習原簿等、実際の広報の写し、 

セミナーの修了証書、研修実施の写真、資料等 

(7) 令和４年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援

事業（人材確保・育成））支払請求書（様式第１４－９） 

※右上の日付・番号、本文中の日付、文書番号は空欄としてください。 

※口座名、金融機関名にはかならずふりがなを振ってください。 

  



 

 

※その他場合に応じて、提出が必要な書類 

１.提出期限内に完了実績報告書に(5) 補助対象経費の支払いを証する書面（領

収書等）の写しを添付して提出ができない場合 

 支払予定日や当該書面の提出予定日を記載した理由書 

２.「補助対象経費」と「実施額」（(2)様式第14-6 別紙2）に差額が生じた場合 

 差額が生じた理由を記載した理由書 

 

３.（交付申請時（交付決定時）から実績報告時（額確定時）に住所・代表者を

変更している場合 

 当該内容を証明する書類（道路運送法に基づく届出書の写し、登記事項証明書等） 

 

４.提出期限を経過後に完了実績報告書を提出する場合 

 提出が遅くなった理由を記載した遅延理由書 


